
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

一

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・

二

10

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭

三

和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
11

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

四

11
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○
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
（
抄
）

（
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
等
）

第
百
五
条

沖
縄
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て

国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
割
合
は
、
当
該
事
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に
掲
げ
る
割
合
の
範
囲

内
で
政
令
で
定
め
る
割
合
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
に
係
る
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
者

の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
業
の
ほ
か
、
沖
縄
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
つ
い

て
は
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

沖
縄
に
お
け
る
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

九
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
国
が
そ
の
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
災

害
復
旧
事
業
費
に
対
す
る
国
の
負
担
率
は
、
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
算
出
し
た
率
が
五
分
の
四
に
満
た
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
分
の
四
と
し
、
公
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
八
年

法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
経
費
の
一
部
を
負
担
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
公
立
学
校
の
施

設
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
率
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
分
の
四
と
す
る
。

４

沖
縄
に
お
け
る
農
地
及
び
農
業
用
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
に
つ
き
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定

措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
沖
縄
県
に
対
し
て
国
が
そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
場
合
に
お
け
る
国
が
行
う
補
助
の
比
率
は
、
同
項
第
一
号
又
は

第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
の
八
と
す
る
。

５

国
は
、
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
施
設
の
新
設
又
は
改
良
に
関

す
る
工
事
で
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
災
害
復
旧
事
業
（
同
条
第
三
項
に

お
い
て
災
害
復
旧
事
業
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
合
併
し
て
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
つ
い



- 2 -

て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
十
分
の
六
以
内
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

６

沖
縄
に
お
け
る
水
道
施
設
の
災
害
の
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
四

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
国
が
補
助
す
る
場
合
に
お
け
る
補
助
の
割
合
は
、
同
条
に
基
づ
く
政
令
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
十
分
の
十
以
内
と
す
る
。

７

沖
縄
に
お
け
る
農
用
地
の
保
全
又
は
利
用
上
必
要
な
施
設
の
災
害
復
旧
で
国
が
行
う
も
の
に
つ
き
土
地
改
良
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
県
に
負
担
さ
せ
る
負
担
金
の
額
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
以
内
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
負
担

額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
八
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
工
事
に
係
る
事
業
費
の
一
部
に

つ
き
借
入
金
を
も
っ
て
そ
の
財
源
と
す
る
場
合
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
負
担
額
に
当
該
借
入
金
に
つ

い
て
の
利
息
の
額
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

附

則
（
抄
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

第
二
条

（
略
）

２

次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に

規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

四

沖
縄
振
興
計
画
に
基
づ
く
事
業
で
、
平
成
二
十
四
年
度

第
八
十
九
条
及
び
第
百
五
条
か
ら
第
百
八
条
ま
で

以
後
に
繰
り
越
さ
れ
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
に
係

る
も
の

五
・
六

（
略
）

３

（
略
）
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（
国
の
無
利
子
貸
付
け
等
）

第
六
条

（
略
）

２

国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法

律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
で
第
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国

が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が

補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
水
道
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
水
道
施
設

の
新
設
又
は
増
設
に
関
す
る
事
業
で
第
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
の
う
ち
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い

て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額

を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
公
立
の
高
等
学
校
に
係
る
校
舎
、
屋
内
運
動
場
及
び
寄
宿
舎
の
整
備
に
関

す
る
事
業
で
第
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
そ
の
費
用
に
つ
い
て
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
社
会
資
本

整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に

お
い
て
、
第
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
無
利
子
で
貸
し
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

５
〜
８

（
略
）

９

国
は
、
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
に
対
し
貸
付
け
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
け
の

対
象
で
あ
る
事
業
に
つ
い
て
、
第
百
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
貸
付
金
に
相
当
す
る
金
額
の
補
助
を
行
う
も
の
と
し
、

当
該
補
助
に
つ
い
て
は
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
時
に
お
い
て
、
当
該
貸
付
金
の
償
還
金
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
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に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

・

（
略
）

10

11

別
表
（
第
百
五
条
関
係
）

項

事
業
の
区
分

国
庫
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
範
囲

一

農
業
試
験

農
業
改
良
助
長
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
五

十
分
の
九
・
五
以
内

研
究
施
設

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
試
験
研
究
施
設
の
設

置

二

土
地
改
良

土
地
改
良
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
改
良
事

十
分
の
九
・
五
以
内

業
で
国
が
行
う
も
の

三

林
業
施
設

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

十
分
の
九
・
五
（
国
以
外
の
者
の
行
う
事

四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
安
施
設
事
業

業
に
あ
っ
て
は
、
十
分
の
九
）
以
内
（
災

害
に
よ
る
土
砂
の
崩
壊
等
の
危
険
な
状
況

に
対
処
す
る
た
め
に
緊
急
治
山
事
業
と
し

て
行
わ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
分
の

十
以
内
）

四

漁
港

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七

十
分
の
九
・
五
（
国
以
外
の
者
の
行
う
事

号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
基
本
施
設
及
び
同
条

業
に
あ
っ
て
は
、
十
分
の
九
（
水
産
業
協

第
二
号
に
規
定
す
る
機
能
施
設
の
う
ち
輸
送
施
設
又
は

同
組
合
が
施
行
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

漁
港
施
設
用
地
（
公
共
施
設
用
地
に
限
る
。
）
の
修
築

十
分
の
十
）
）
以
内

事
業

五

道
路

道
路
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
の
新
設
、
改

十
分
の
九
・
五
（
道
路
法
第
十
三
条
に
規
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築
及
び
修
繕
並
び
に
高
速
自
動
車
国
道
及
び
同
法
第
十

定
す
る
指
定
区
間
内
の
国
道
を
構
成
す
る

三
条
に
規
定
す
る
指
定
区
間
内
の
国
道
の
維
持
そ
の
他

敷
地
で
あ
る
土
地
の
う
ち
太
平
洋
戦
争
の

の
管
理

開
始
の
日
か
ら
復
帰
協
定
の
効
力
発
生
の

日
の
前
日
ま
で
に
築
造
さ
れ
た
道
の
敷
地

で
あ
っ
た
も
の
の
取
得
及
び
賃
借
に
あ
っ

て
は
十
分
の
十
、
国
以
外
の
者
の
行
う
事

業
に
あ
っ
て
は
十
分
の
九
）
以
内

六

港
湾

港
湾
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
港
湾
施
設
の
う
ち

十
分
の
九
・
五
（
国
以
外
の
者
の
行
う
事

水
域
施
設
、
外
郭
施
設
、
係
留
施
設
、
臨
港
交
通
施
設

業
に
あ
っ
て
は
、
十
分
の
九
）
以
内

、
港
湾
公
害
防
止
施
設
、
廃
棄
物
処
理
施
設
（
廃
棄
物

埋
立
護
岸
、
廃
油
処
理
施
設
及
び
同
法
第
十
二
条
第
一

項
第
十
一
号
の
三
の
海
洋
性
廃
棄
物
処
理
施
設
に
限
る

。
）
、
港
湾
環
境
整
備
施
設
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る

港
湾
施
設
用
地
（
同
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
避

難
港
に
あ
っ
て
は
、
水
域
施
設
又
は
外
郭
施
設
に
限
る

。
）
の
建
設
又
は
改
良
の
工
事

七

空
港

空
港
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二

十
分
の
九
・
五
（
空
港
整
備
法
第
二
条
第

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
空
港
に
係

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
空
港
に
係
る
同

る
同
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す

法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
工
事
で
あ

る
工
事

っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
施
行
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
十
分
の
十
、
国
以
外
の
者
の
行
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う
事
業
に
あ
っ
て
は
十
分
の
九
）
以
内

八

公
営
住
宅

公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）

十
分
の
七
・
五
以
内

第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅
の
建
設
等

九

住
宅
地
区

住
宅
地
区
改
良
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号

十
分
の
七
・
五
以
内

改
良

）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
改
良
住
宅
の
建
設
（
当

該
建
設
の
た
め
必
要
な
土
地
の
取
得
及
び
そ
の
土
地
を

宅
地
に
造
成
す
る
こ
と
を
含
む
。
）

十

水
道

水
道
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
及
び
同

十
分
の
九
以
内

条
第
四
項
に
規
定
す
る
水
道
用
水
供
給
事
業

十
一

し
尿
処
理

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

十
分
の
五
以
内

施
設
及
び

五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す

ご
み
処
理

る
し
尿
処
理
施
設
及
び
ご
み
処
理
施
設
の
設
置

施
設

十
二

都
市
公
園

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第

十
分
の
五
以
内

二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
都
市
公
園
の
用
地
の

取
得
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
園
施
設
（
同
条

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
都
市
公
園
に
設
け
る
も
の

に
限
る
。
）
の
新
設
又
は
改
築

十
三

下
水
道

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二

四
分
の
三
以
内

条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
及
び
同
条
第
四
号

に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
の
設
置
又
は
改
築
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十
四

消
防
施
設

消
防
施
設
強
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
八
十

三
分
の
二
以
内

七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
機
械

器
具
及
び
設
備
の
購
入
又
は
設
置

十
五

感
染
症
指

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

十
分
の
七
・
五
以
内

定
医
療
機

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条

関

第
十
三
項
に
規
定
す
る
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関

及
び
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
第
二
種
感
染
症
指
定

医
療
機
関
の
整
備

十
六

保
健
所

地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五

十
分
の
七
・
五
以
内

条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
所
の
整
備

十
七

精
神
病
院

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭

十
分
の
七
・
五
以
内

和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
の
十
に

規
定
す
る
精
神
病
院
（
精
神
病
院
以
外
の
病
院
に
設
け

る
精
神
病
室
を
含
む
。
）
の
設
置

十
八

児
童
福
祉

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

十
分
の
八
以
内

施
設

第
七
条
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
整
備

十
九

身
体
障
害

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八

三
分
の
二
以
内

者
更
生
援

十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更

護
施
設

生
援
護
施
設
の
設
置

二
十

生
活
保
護

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

十
分
の
七
・
五
以
内

施
設

第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
施
設
の
整
備
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二
十
一

知
的
障
害

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七

三
分
の
二
以
内

者
援
護
施

号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
の
整

設

備

二
十
二

老
人
福
祉

老
人
福
祉
法
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
施
設

十
分
の
七
・
五
以
内

施
設

の
整
備

二
十
三

義
務
教
育

義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
三
十
三

十
分
の
八
・
五
以
内

施
設
等

年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
建

物
、
公
立
養
護
学
校
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一

年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

小
学
部
及
び
中
学
部
に
係
る
建
物
、
産
業
教
育
振
興
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
公
立
の
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課

程
並
び
に
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
中
学
部

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
産
業
教
育
の
た
め
の

設
備
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百

八
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
公
立
の
小
学
校
（
盲

学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
小
学
部
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
公
立
の
中
学
校
に
係
る
理
科
教
育
の

た
め
の
設
備
、
へ
き
地
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に

規
定
す
る
住
宅
及
び
施
設
（
同
法
第
四
条
第
一
項
第
四
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号
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
、
学
校
給
食
法
（

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
公
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
に
係
る
学
校
給

食
の
開
設
に
必
要
な
施
設
並
び
に
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
（

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
小
学
校
及
び
中
学
校
に
係
る
施

設
の
整
備

二
十
四

高
等
学
校

公
立
高
等
学
校
危
険
建
物
改
築
促
進
臨
時
措
置
法
（
昭

十
分
の
七
・
五
以
内

教
育
施
設

和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項

等

に
規
定
す
る
建
物
、
公
立
養
護
学
校
整
備
特
別
措
置
法

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
物
で
高
等
部
に
係
る
も

の
、
産
業
教
育
振
興
法
第
二
条
に
規
定
す
る
公
立
の
高

等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
並
び
に
盲
学
校

、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
に
係
る
産
業
教
育
の
た
め
の
施
設
又
は
設
備
及

び
理
科
教
育
振
興
法
第
二
条
に
規
定
す
る
公
立
の
高
等

学
校
に
係
る
理
科
教
育
の
た
め
の
設
備
の
整
備

二
十
五

砂
防
設
備

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
一
条
に

十
分
の
九
・
五
（
国
以
外
の
者
の
行
う
事

規
定
す
る
砂
防
工
事

業
に
あ
っ
て
は
、
十
分
の
九
）
以
内
（
災

害
に
よ
る
土
砂
の
崩
壊
等
の
危
険
な
状
況

に
対
処
す
る
た
め
に
施
行
す
る
緊
急
砂
防
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事
業
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
分
の

十
以
内
）

二
十
六

海
岸

海
岸
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
施
設
の

十
分
の
九
・
五
（
国
以
外
の
者
の
行
う
事

新
設
又
は
改
良

に
あ
っ
て
は
、
十
分
の
九
）
以
内

二
十
七

地
す
べ
り

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号

十
分
の
八
以
内

防
止
施
設

）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
工
事

二
十
八

河
川

河
川
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
級
河
川
の
改
良

十
分
の
九
以
内

工
事

○
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
」
と
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
あ
つ
て
は
道
路
の
改
築
（
同
号

イ
に
規
定
す
る
道
路
の
改
築
を
除
く
。
）
に
伴
つ
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。

一

（
略
）

二

道
路
管
理
者
が
行
う
次
に
掲
げ
る
事
業

イ

（
略
）

ロ

道
路
標
識
、
さ
く
、
街
灯
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
道
路
の
附
属
物
で
安
全
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
又
は
区

画
線
の
設
置
に
関
す
る
事
業
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○
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六

十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）
（
抄
）

（
国
の
無
利
子
貸
付
け
）

第
二
条

国
は
、
当
分
の
間
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道
路
、
公
園
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
を
整

備
す
る
事
業
そ
の
他
の
公
共
的
な
建
設
の
事
業
及
び
官
公
庁
施
設
の
建
設
等
の
事
業
（
以
下
こ
の
項
、
次
条
及
び
第
七
条
に

お
い
て
「
公
共
的
建
設
事
業
」
と
い
う
。
）
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

二

国
の
負
担
又
は
補
助
を
受
け
る
公
共
的
建
設
事
業
の
う
ち
、
民
間
投
資
の
拡
大
又
は
地
域
に
お
け
る
就
業
機
会
の
増
大

に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ
る
社
会
資
本
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
緊
急
に
実
施
す
る
必
要
の
あ
る
も
の

２

（
略
）

○
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
（
抄
）

（
用
語
の
定
義
）

第
三
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
水
道
事
業
」
と
は
、
一
般
の
需
要
に
応
じ
て
、
水
道
に
よ
り
水
を
供
給
す
る
事
業
を
い
う
。
た
だ

し
、
給
水
人
口
が
百
人
以
下
で
あ
る
水
道
に
よ
る
も
の
を
除
く
。

３
〜

（
略
）

12


